
霧ケ峰自然環境保全協議会規約改正案新旧対照表 

改正案 現 行 

 

 （略） 

 

 （事務局） 

第 12条 霧ヶ峰自然環境保全協議会の事務を処理するための事務

局を長野県諏訪地域振興局環境課に置く。 

 

 （略） 

 

   附 則 

 この規約は、平成 19年 10月 19日から施行する。 

 一部改正  平成 20年 11月 20日施行 

 一部改正  平成 24年 12月 20日施行 

 一部改正  平成 29年４月１日施行 

 

 （略） 

 

 （事務局） 

第 12条 霧ヶ峰自然環境保全協議会の事務を処理するための事務

局を長野県諏訪地方事務所環境課に置く。 

 

 （略） 

 

   附 則 

 この規約は、平成 19年 10月 19日から施行する。 

 一部改正  平成 20年 11月 20日施行 

 一部改正  平成 24年 12月 20日施行 

 

（別  表） 

 

 （略） 

 

 長野県諏訪地域振興局 

 

（別  表） 

 

 （略） 

 

 長野県諏訪地方事務所 

 

 

資料 １ 


